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令和６年度財政健全化審査意見書 
 

第１ 審査の概要 
  １ 審査の期間 

令和７年６月１０日〜同年８月８日 
２ 審査の方法 

この財政健全化審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条 
第１項の規定に基づき、市長から提出された令和６年度健全化判断比率及び
その算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについ
て、決算書及び各関係書類等を照合するとともに、関係職員から説明を聴取
して審査を行った。 

 
第２ 審査の結果 
 〔総合意見〕 

審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し
た書類は、いずれも適正に作成されていると認められる。 

令和６年度健全化比率は、いずれも国の示す基準内となっている。 
 

                    記 
                                 (単位：％) 

指 標 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和６年度早
期健全化基準 

①実質赤字比率 
(一般会計の赤字割合) 

― 
(▲6.74) 

― 
(▲7.88) 

― 
(▲5.23) 

― 
(▲4.61) 

― 
(▲3.44) 

12.87 

②連結実質赤字比率 
(全会計の赤字割合) 

― 
(▲23.31) 

― 
(▲25.08) 

― 
(▲26.68) 

― 
(▲27.02) 

― 
(▲25.56) 

17.87 

③実質公債費比率 
(1 年間の借入金返済額等の割合)

2.0 
(1.99845) 

2.5 
(2.67147) 

2.7 
(3.59936) 

3.0 
(2.94184) 

3.1 
(2.86882) 

25.0 

④将来負担比率 
(将来の借入金返済額等の割合) 

― 
(▲34.8) 

― 
(▲38.1)  

― 
(▲57.7) 

― 
(▲57.5) 

― 
(▲32.3) 

 350.0 
 

注  ① 実質赤字比率とは、一般会計の決算を対象とし、実質赤字の標準財政規模に対する比率を指す。 

② 連結実質赤字比率とは、全会計(一般会計、特別会計、公営企業会計)を対象とした実質赤字（又は資金の

不足額）の標準財政規模に対する比率を指す。 

③ 実質公債費比率とは、一般会計等(特別会計、公営企業会計、一部事務組合を含む)が負担する公債費（元

利償還金及び準元利償還金(公営企業債に対する繰出金など公債費に準ずるもの)）の標準財政規模に対す

る比率(３箇年平均で示し、普通交付税で措置されるものは除く)を指す。ただし、下段の()は単年度の数

値を示す。 

④ 将来負担比率とは、一般会計等(特別会計、公営企業会計、一部事務組合、土地開発公社を含む)が将来負

担すべき実質的な負債から、充当可能な財源を控除した将来負担見込額の標準財政規模に対する比率を指

す。 
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〔個別意見〕   
① 実質赤字比率について 

令和６年度一般会計に係る実質収支額が 4 億 7,856 万円の実質黒字となって
おり、実質赤字額がないため実質赤字比率は算定されない。 

 
② 連結実質赤字比率について 

令和６年度一般会計、特別会計及び公営企業会計の７会計は、次表のとおりす
べて実質黒字又は資金剰余が発生しており、連結実質赤字額がないため連結実
質赤字比率は算定されない。 

(単位：万円)  

会 計 名 
令和６年度 令和５年度 

実質黒字額 資金剰余額 実質黒字額 資金剰余額 
一般会計 47,856 ― 62,830 ― 

国民健康保険事業特別会計 5,194 ― 7,402 ― 

後期高齢者医療事業特別会計 685 ― 186 ― 

公
営
企
業
会
計 

水道事業会計 ― 86,767 ― 86,837 

工業用水道事業会計 ― 33,590 ― 30,852 

下水道事業会計 ― 86,296 ― 90,566 

病院事業会計 ― 94,508 ― 88,898 

計 53,735 301,161 70,418 297,152 

合  計 354,896 367,570 

注 ・実質黒字額とは、実質収支(歳入総額―歳出総額―翌年度へ繰り越すべき財源)が黒字である場合を指す。 

・資金剰余額とは、地方公営企業法適用企業における貸借対照表中の流動資産から（流動負債−企業債等−

引当金）を差し引いた額が黒字である場合を指す。 

 
③ 実質公債費比率について 

令和６年度一般会計等（特別会計、公営企業会計、一部事務組合を含む）の実
質公債費比率は 3.1％であり、早期健全化基準の 25.0％と比較すると、これを下
回っている。 

 
④ 将来負担比率について 

令和６年度の一般会計等（特別会計、公営企業会計、一部事務組合、土地開発
公社を含む）の将来負担比率は将来負担額に対して充当可能財源等が上回ってい
ることから算定されない。 
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 令和６年度経営健全化審査意見書 

 
第１ 審査の概要 

１ 審査の期間 
令和７年６月１０日〜同年８月８日 

２ 審査の方法 
この経営健全化審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条 

第１項の規定に基づき、市長から提出された令和６年度決算における資金不足
比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか
について、各会計決算書及び関係書類等を照合するとともに、関係職員から説
明を聴取して審査を行った。 

     
第２ 審査の結果 
 〔総合意見〕 

審査に付された下記の各会計に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事
項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

各会計において資金不足は発生していないが、引き続き健全な経営に取り組ま
れたい。 

記 
資金不足比率                                    (単位：％) 

公営企業会計 令和６年度 令和５年度 経営健全化基準 

法 

適 

用 

1 水道事業会計 ― ― 20.0 

2 工業用水道事業会計 ― ― 20.0 

3 下水道事業会計 ― ― 20.0 

4 病院事業会計 ― ― 20.0 
(注)  資金不足比率＝資金の不足額／公営企業の事業の規模 

 
〔個別意見〕 

各会計において資金不足は発生しておらず、資金不足比率は算定されない。た
だし、下水道事業会計・病院事業会計については、一般会計からの繰入れを含ん
でいる。 
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国民健康保険事業特別会計
後期高齢者医療事業特別会計

公営企業会計
水道事業会計
工業用水道事業会計
下水道事業会計
病院事業会計

一部事務組合
鈴鹿亀山地区広域連合
三重地方税管理回収機構
三重県後期高齢者医療広域連合
三重県市町総合事務組合

地方公社・第３セクター
亀山市土地開発公社

財政健全化判断比率等の対象となる会計

一般会計 一
般
会
計
等特別会計

公
営
事
業
会
計

実
質
赤
字
比
率 連

結
実
質
赤
字
比
率

実
質
公
債
費
比
率

将
来
負
担
比
率

資
金
不
足
比
率
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上段 令和６年度
中段 令和５年度

下段 比較(R6−R5)
（単位：円）

水道事業会計 工業用水道事業会計 下水道事業会計 病院事業会計

298,047,028 6,324,371 396,745,728 253,717,543

160,136,164 6,849,268 631,688,448 248,089,822

137,910,864 △ 524,897 △ 234,942,720 5,627,721

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1,165,720,450 342,222,346 1,259,700,822 1,198,793,012

1,028,505,606 315,364,457 1,537,344,276 1,137,070,761

137,214,844 26,857,889 △ 277,643,454 61,722,251

1,162,402,392 70,339,884 564,473,815 1,504,379,736

1,167,213,873 67,291,931 563,578,268 1,463,584,151

△ 4,811,481 3,047,953 895,547 40,795,585

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

△ 867,673,422 △ 335,897,975 △ 862,955,094 △ 945,075,469

△ 868,369,442 △ 308,515,189 △ 905,655,828 △ 888,980,939

696,020 △ 27,382,786 42,700,734 △ 56,094,530

867,673,422 335,897,975 862,955,094 945,075,469

868,369,442 308,515,189 905,655,828 888,980,939

△ 696,020 27,382,786 △ 42,700,734 56,094,530

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

74.64 477.54 152.88 62.82

74.40 458.47 160.70 60.74

0.25 19.06 △ 7.82 2.08

令和６年度 経 営 健 全 化 比 率

法 適 用 事 業

流動負債−流動負債
のうち建設改良費等
に充てるための企業
債及び長期借入金

Ａ

建設改良以外の財
源充当地方債の現
在高

Ｂ

流動資産−翌年度に
繰り越しされる支出
の財源充当額

C

営業収益 Ｄ

受託工事収益 Ｅ

資金剰余比率 Ｇ／(Ｄ−Ｅ)
（％）

資金不足額 Ｆ
＝(Ａ＋Ｂ)−Ｃ

資金剰余額 Ｇ
＝Ｃ−(Ａ＋B)

資金不足率 Ｆ／Ｄ−Ｅ
（％）
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